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別紙 7 事業者等が付保する保険 

（第 16条、第 35条第 1項、第 58条第 2項関係） 

 

事業者は以下の条件を満たす保険を、事業者の費用負担において付保するものとする。 

ただし、保険の名称等を含めその詳細については事業者提案によるものとし、以下の条

件は市が要求する最低限の条件であり、事業者の判断に基づき、さらに担保範囲の広い補

償内容とすることを妨げるものではない。 

 

1 本件工事期間 

 

（1）建設工事保険 

保険の対象 ：工事現場において不測かつ突発的な事故によって本件工事の

目的物等に生じた損害 

補償限度額 ：施設等整備費 

保険期間 ：本件工事の着工日から全引渡完了日まで 

被保険者 ：工事請負人 

 

（2）請負業者賠償責任保険 

保険の対象 ：本件工事の施工に伴って発生した第三者に対する損害 

補償限度額：対人 ：１名当たり１億円、１事故当たり 10億円 

対物 ：１事故当たり１億円 

保険期間 ：本件工事の着工日から当初引渡日まで 

免責金額 ：10万円 

被保険者 ：工事請負人 

 

2 運営・維持管理期間 

 

（1）第三者賠償責任保険 

保険の対象 ：維持管理業務又は運営業務に伴い第三者に与えた損害につい

て法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を担保 

補償限度額：対人 ：１名当たり１億円、１事故当たり 10億円 

対物 ：１事故当たり１億円 

保険期間 ：運営期間 

免責金額 ：10万円 

被保険者 ：事業者 
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3 解体業務に係る本件工事期間 

 

（1）請負業者賠償責任保険 

保険の対象 ：本件工事の施工に伴って発生した第三者に対する損害 

補償限度額：対人 ：１名当たり１億円、１事故当たり 10億円 

保険期間 ：解体業務に係る工事の着工日から既存施設の解体完了日まで 

免責金額 ：10万円 

被保険者 ：解体企業 

 

（2）第三者賠償責任保険 

保険の対象 ：解体業務に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責

任を負担することにより被る損害を担保 

補償限度額：対人 ：１名当たり１億 5千万円、１事故当たり１億円 

保険期間 ：解体業務に係る工事の着工日から既存施設の解体完了日まで 

免責金額 ：【事業者提案による】 

被保険者 ：解体企業 

 

 

以上 


